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【刑  法  問題】  

 

  

次の文章を読んで、〔設問１〕および〔設問２〕に答えなさい。  

 

【事実１】  

Ｘは、Ａが経営する洋食店に立ち寄り、カレーライスとドリンクを注文した。

そして、これらを飲食した後、Ａから「１５００円いただきます」と言われ、代

金を請求された。そのとき、Ｘは、所持金が乏しいことに気がつき、代金の支払

いを免れるため、着用していたジャンパーのポケットから、携帯していた刃渡り

１０センチメートルのナイフを取り出し、代金を受け取るため近づいてきたＡに

対し、そのナイフを用いて、Ａの頭部および顔面を切りつけて、Ａに加療２週間

を要するけがを負わせた。Ａは、その場で一時動けなくなった。Ｘは、同店から

逃走したが、Ａは、Ｘを追いかけることができなかった。  

 

【事実２】  

Ｘは、数分走って、Ａが追いかけてこないことを確認した後、Ｂが経営する玩

具店に立ち寄った。Ｘは、店内に展示されていたフィギュアが気に入り、これを

自分のものとするため、持ち去ることを決意した。Ｘは、これを手にとり、品定

めをするふりをしながら、Ｂの隙をうかがっていると、Ｂは、店の奥のレジカウ

ンターに向かった。そこで、Ｘは、同店から逃走するため、上記フィギュアを手

に持って、急いで同店の外に出ようとした。しかし、Ｘが不審な動きをしたこと

に気がついたＢが、「お客さん、待って」と言って、Ｘを呼び止めた。「しまっ

た、気づかれた」と思ったＸは、とっさに、手に持っていた上記フィギュアを同

店出入口付近の陳列台に置き、そのまま何も持たずに同店の外に出たところ、た

またま、Ｘの友人Ｙと出くわしたため、Ｙに、「フィギュアをとろうとしたら店

主に気づかれた。つかまえられないよう一緒にやっつけてくれ」と声をかけた。

Ｂが、上記フィギュアを持ち去られそうになったことを知り、Ｘをつかまえよう

と、ほどなく同店の外に出たとき、Ｙは、Ｘとともに、ＸがＢにつかまえられな

いようにするため、何度も、Ｂの顔面を殴り、Ｂの腹部を蹴り上げるなどし、Ｂ

に加療３週間を要するけがを負わせた。Ｂは、その場で一時動けなくなった。Ｙ

は、Ｘとともに逃走した。  
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〔設問１〕  

 【事実１】におけるＸの罪責について、論じなさい（住居等侵入罪および特別

法違反の点は除く。）。  

 

〔設問２〕  

【事実２】におけるＹの罪責について、論じなさい（特別法違反の点は除く。）。 
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関西学院大学司法研究科  

２０２５年度入学試験  出題趣旨・解説・講評  

【Ｃ日程：刑法】  

 

 

出題趣旨――――――――――――――――――――――――――――――――――  

Ｘが、洋食店で飲食をした後、代金の支払を免れるため、店主Ａをナイフで切りつ

け、Ａにけがをさせたこと、また、玩具店でフィギュアを窃取しようとした後、店主

Ｂによる逮捕を免れるため、たまたま出くわしたＹに依頼し、Ｙが、Ｘとともに、Ｂ

を殴る蹴るなどしてＢにけがをさせたことについて、それぞれ、Ｘ、Ｙの罪責を論じ

ることを求める問題である。  

 

解説  

〔設問１〕  

【事実１】におけるＸの罪責  

 飲食代金の支払を免れるため、店主Ａをナイフで切りつけ、Ａにけがをさせたこと  

財産上の利益を得るため、暴行を加えて、人を傷害したとして、強盗傷人罪（２４０

条前段〔２３６条２項〕）が成立する。  

 

〔設問２〕  

【事実２】におけるＹの罪責  

 Ｘがフィギュアを持ち出そうとした後、Ｘが逮捕を免れるため、Ｘとともに、Ｂを

殴る蹴るなどし、Ｂにけがをさせたこと  

 （事後）強盗傷人罪（２４０条前段〔２３８条〕）の共同正犯が成立するか。  

 フィギュアを持ち出そうとした窃盗犯人Ｘが、窃盗の機会の継続中に、逮捕を免れ

るため、Ｂに対して暴行をし、Ｂが傷害を負ったとき、その暴行にのみ関与したＹに

ついて、強盗傷人罪が成立するか、傷害罪が成立するにとどまるかが問題である。  

 事後強盗罪を、窃盗犯人が暴行・脅迫を行う身分犯と解するか、窃盗行為と暴行・

脅迫行為を実行行為とする結合犯と解するかが問われ、身分犯と解するときには、窃

盗犯人であってはじめて犯すことができる構成的身分犯（真正身分犯）であると解す

るか、窃盗犯人が犯した暴行罪・脅迫罪について刑が加重される加減的身分犯（不真

正身分犯）と解するかによって、窃盗犯人という身分のないＹについて、６５条１項

が適用されるか２項が（も）適用されるかが異なることになる。また、結合犯と解す

るときには、窃盗行為後に関与したＹについて、承継的共犯の理論の適用を肯定する

か否かにより、強盗傷人罪が成立するか、傷害罪が成立するにすぎないかの違いが生

じる。  
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なお、事後強盗罪を構成的身分犯と解する裁判例として、大阪高判昭和６２・７・

１７（判時１２５３号１４１頁）があり、同判決は、「共犯者２名が被告人の犯行に

関与するようになったのが、窃盗が既遂に達したのちであったとしても、同人らにお

いて、被告人が……マスコットを窃取した事実を知った上で、被告人と共謀の上、逮

捕を免れる目的で被害者に暴行を加えて同人を負傷させたときは、窃盗犯人たる身分

を有しない同人らについても、刑法６５条１項、６０条の適用により（事後）強盗致

傷罪の共同正犯が成立」し、「（事後強盗罪を不真正身分犯と解し、身分のない共犯

者に対し更に同条〔刑法６５条〕２項を適用すべきであるとの見解もあるが、事後強

盗罪は、暴行罪、脅迫罪に窃盗犯人たる身分が加わって刑が加重される罪ではなく、

窃盗犯人たる身分を有する者が、刑法２３８条所定の目的をもって、人の反抗を抑圧

するに足りる暴行、脅迫を行うことによってはじめて成立するものであるから、真正

身分犯であって、不真正身分犯と解すべきではない。従って、身分なき者に対しても、

同条２項を適用すべきではない。）」とする。ほかに、大阪地堺支判平成１１・４・

２２（判時１６８７号１５７頁）等がある。  

一方、東京地判昭和６０・３・１９（判時１１７２号１５５頁）は、甲が、乙の行

った窃盗の結果を認識して、窃盗にかかる金銭の取返しを防ぐため、乙と意思相通じ

て被害者に暴行を加え、傷害を生じさせた場合について、「事後強盗罪は、窃盗とい

う身分を有する者が主体となる身分犯の一種であって、被告人甲はその身分がないの

であるから、本件では承継的共同正犯の問題ではなく、共犯と身分の問題として把握

すべきであり、……それ故、身分のない被告人甲には、刑法６５条１項により強盗致

傷罪の共同正犯となるものと解するが、その刑は、同法６５条２項によって傷害の限

度にとどまると判断するのが相当である」とした。  

 

 

講評・採点実感  

〔設問１〕のＸの罪責については、Ａに傷害を生じさせた事実を見落としたと思わ

れる答案が一定数見られた。  

また、〔設問２〕のＹの罪責については、どのような問題が存在するのかを十分に

把握せず、または、明らかにしないまま、論述を進めている答案が散見された。事案

との関係において、犯罪論の基礎的な事項について、理解が及んでいるかを確認しな

がら、平素の学修を行うようつとめられたい。  

 

 


